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序章 基本的事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この章は、「富谷市立地適正化計画とは何か？」を解説した

ものです。ここでは、本計画書の位置づけや構成等を整理し

ています。 
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１  ⽴ 地 適 正 化 計 画 と は  
(1) ⽴地適正化計画制度の創設の背景、⽬的 

我が国では、⼈⼝の急激な減少と⾼齢化等を背景として、医療・福祉・商業等のサービス
の維持が困難になるおそれや、住宅需要の低下に伴う空き家・空き地の増加等の様々な課題
に対応するため、平成 26 年に⽴地適正化計画制度が制定されました。 

⽴地適正化計画制度は、進⾏する⼈⼝減少社会における持続可能な都市づくりを進めるた
め、居住や都市の⽣活を⽀える機能（医療・福祉等）の誘導によるコンパクトな市街地の形
成と、地域公共交通網の充実、防災まちづくりの連携により、『コンパクトシティ・プラス・
ネットワーク』を進めるものです。 
 
 
＜立地適正化計画制度の目指す姿＞ 
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富⾕市 

富⾕市 
都市・地域 

総合交通戦略 
（基本計画） 

富 谷 市 

立地適正化計画 
＋ 富谷市都市計画 

マスタープラン 

連携 

推進 

■分野別の都市づくり 

 

 

■関連する都市機能 

福祉 商業 医療 教育 

⼦育て 居住 公共施設 

富⾕市 
総合計画 

第 2 次富⾕市 
地⽅創⽣ 
総合戦略 

富⾕市 
国⼟利⽤計画 

⼟地利⽤ 道路・
下⽔道 交通 公園・緑地 防災 

仙塩広域都市計画
区域の整備、開発
及び保全の⽅針 

即す 富⾕市 

関連計画 
連携 

即す 

宮城県 
富⾕市公共交通 

グランドデザイン 

２  富 ⾕ 市 ⽴ 地 適 正 化 計 画 の 位 置 づ け  
富⾕市⽴地適正化計画は、「富⾕市総合計画」、「第 2 次富⾕市地⽅創⽣総合戦略」、「富⾕市

国⼟利⽤計画」、「仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」に即すものとし、「富
⾕市都市計画マスタープラン」に掲げている将来都市構造の実現に向けて、具体的な区域や
施策を定める役割を有します。 

⽴地適正化計画では、居住や⽣活サービス等の都市機能に係る⽴地の⽅針を⽰すことから、
従来から都市計画と強い関連があった交通・道路・公園・下⽔道・防災等の分野はもとより、
医療・福祉・商業・教育・⼦育て等の幅広い分野の政策とも連携していきます。 

 

 

＜富谷市立地適正化計画の位置づけ＞ 
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(2) ⽴地適正化計画の概要 

⽴地適正化計画には、都市再⽣特別措置法の規定により、以下の項⽬・内容を記載するも
のとしています。 

 

 
 

  

記載項⽬ 内 容 根拠法 
立地適正化区域 

(都市計画区域) 
・立地適正化計画制度を適用する範囲です。 

都市再生特別措
置法第81条２項 

立地の適正化に

関する基本方針 
・中長期的に都市での生活を支えることが可能とな
るようなまちづくりの理念や目標等を定めます。 

同法第81条２項
１号 

居住誘導区域 

・一定のエリアにおいて人口密度を維持することに
より、生活サービスやコミュニティが持続的に確保
されるよう、居住を誘導する区域です。 

・当区域は、都市機能が一定程度集積している区域や
その周辺、駅・バス停からの徒歩圏に指定します。 

・当区域の外において、３戸以上の住宅の新築や 1000
㎡以上の住宅地の開発をする際には届出が必要と
なります。 

同法第81条２項
２号 

都市機能 

誘導区域 

・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や
生活拠点に誘導し、集約することにより、これらの
各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

・当区域には、都市の中心拠点としての誘導を図る都
市機能（誘導施設）を定めます。 

・当区域は、都市機能が一定程度充実している区域や
都市の拠点となるべき区域等に指定します。 

・当区域の外において、誘導施設の建設等を行う際に
は届出が必要となります。 

同法第81条２項
３号 

 誘導施設 
・誘導施設は、都市機能誘導区域に誘導する施設であ
り、都市全体を対象としたサービスを提供する施設
です。 

誘導施策 

・居住誘導区域に居住を誘導するための施策や都市
機能誘導区域に誘導施設を誘導するための施策を
記載します。 

・防災指針に基づき、居住誘導区域内を基本として、
防災・減災上の課題に対応する取り組みを記載しま
す。 

同法第81条２項
２号～４号 

防災指針 
・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市
の防災に関する機能の確保に関する方針を定めま
す。 

同法第81条２項
５号 
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富⾕市 

富⾕市 
都市・地域 

総合交通戦略 
（基本計画） 

富 谷 市 

立地適正化計画 
＋ 富谷市都市計画 

マスタープラン 

連携 

推進 

■分野別の都市づくり 

 

 

■関連する都市機能 

福祉 商業 医療 教育 

⼦育て 居住 公共施設 

富⾕市 
総合計画 

第 2 次富⾕市 
地⽅創⽣ 
総合戦略 

富⾕市 
国⼟利⽤計画 

⼟地利⽤ 道路・
下⽔道 交通 公園・緑地 防災 

仙塩広域都市計画
区域の整備、開発
及び保全の⽅針 

即す 富⾕市 

関連計画 
連携 

即す 

宮城県 
富⾕市公共交通 

グランドデザイン 

２  富 ⾕ 市 ⽴ 地 適 正 化 計 画 の 位 置 づ け  
富⾕市⽴地適正化計画は、「富⾕市総合計画」、「第 2 次富⾕市地⽅創⽣総合戦略」、「富⾕市

国⼟利⽤計画」、「仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」に即すものとし、「富
⾕市都市計画マスタープラン」に掲げている将来都市構造の実現に向けて、具体的な区域や
施策を定める役割を有します。 

⽴地適正化計画では、居住や⽣活サービス等の都市機能に係る⽴地の⽅針を⽰すことから、
従来から都市計画と強い関連があった交通・道路・公園・下⽔道・防災等の分野はもとより、
医療・福祉・商業・教育・⼦育て等の幅広い分野の政策とも連携していきます。 

 

 

＜富谷市立地適正化計画の位置づけ＞ 
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(2) ⽴地適正化計画の概要 

⽴地適正化計画には、都市再⽣特別措置法の規定により、以下の項⽬・内容を記載するも
のとしています。 

 

 
 

  

記載項⽬ 内 容 根拠法 
立地適正化区域 

(都市計画区域) 
・立地適正化計画制度を適用する範囲です。 
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置法第81条２項 

立地の適正化に

関する基本方針 
・中長期的に都市での生活を支えることが可能とな
るようなまちづくりの理念や目標等を定めます。 

同法第81条２項
１号 
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より、生活サービスやコミュニティが持続的に確保
されるよう、居住を誘導する区域です。 

・当区域は、都市機能が一定程度集積している区域や
その周辺、駅・バス停からの徒歩圏に指定します。 

・当区域の外において、３戸以上の住宅の新築や 1000
㎡以上の住宅地の開発をする際には届出が必要と
なります。 
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誘導区域 
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各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 
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機能誘導区域に誘導施設を誘導するための施策を
記載します。 

・防災指針に基づき、居住誘導区域内を基本として、
防災・減災上の課題に対応する取り組みを記載しま
す。 
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・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市
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す。 
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４  富 ⾕ 市 に お け る ⽴ 地 適 正 化 計 画 の 適 ⽤  
(1) ⽴地適正化計画制度の適⽤ 

⼈⼝減少社会においても快適に暮らし続けられる都市をつくるため、また、⾃然災害が頻
発化する現代において安全に暮らし続けられる都市をつくるため、本市では、居住や都市機
能の誘導により集約型の市街地形成と安全な居住環境の形成を⽬指す制度である⽴地適正化
計画制度の適⽤を図ります。 

具体的には、居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設等を定める「富⾕市⽴地適正化
計画」の策定を⾏い、市街地の利便性の維持・向上や災害の危険性の低い市街地での居住の
促進を図ります。 

 

(2) ⽴地適正化計画の効果 

本市において⽴地適正化計画制度を適⽤し、集約型の市街地形成と安全な都市づくりをす
ることにより、次のような効果が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇都市機能誘導区域内に集積する都市機能の区域外への移転を防ぐとともに、区域外

への誘導施設の立地を抑制し、区域内に誘導することで、高次の都市サービスを提

供できる拠点が形成される。 

〇居住誘導区域内の人口密度の維持により、都市機能誘導による高い生活利便性を気

軽に享受できる市街地が形成される。 

〇災害の危険性の低い区域に居住を誘導することで、市民の安全な暮らしが確保され

る。 

 

4 

３  富 ⾕ 市 ⽴ 地 適 正 化 計 画 の 構 成  
富⾕市⽴地適正化計画は、富⾕市都市計画マスタープランと共有する「都市の将来像・ま

ちづくり⽅針」や「将来都市構造」等を⽰す「基本⽅針」と、これを実現するための具体策
を⽰す「都市機能誘導、居住誘導」、災害リスクを踏まえた対応⽅針を⽰す「防災指針」の 3
段構成とします。 

 

第１章 基本方針 

富⾕市の 
概況及び 
⾒通し 

都市の将来像 
・ 

まちづくり⽅針 
将来 

都市構造 

 

第２章 都市機能誘導、居住誘導 

誘導区域 誘導施策 

 

第３章 防災指針 

防災上の 
課題 

防災上の 
対応⽅針 

防災に係る
施策 

第４章 計画の推進 

富谷市がめざす「都市の

将来像・まちづくり方針」

や「将来都市構造」、これ

らの実現に向けた「基本

方針」を示します。 

第１章に示した都市の将

来像等を実現させるため

の具体策として、誘導区

域、誘導施設、誘導施策

を設定します。 

本市の災害リスクを踏ま

えた対応方針及び対応施

策を示します。 

本計画の実行性・実効性

を確保するための考え方

や評価指標を示します。 

⽴地適正
化計画の
基本⽅針 

都市機能誘導、居住誘導の考え⽅ 

誘導施設 
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６  上 位 ・ 関 連 計 画  
(1) 富⾕市総合計画 

① まちづくりの将来都市像 

 

 

 

本市の⼤きな特徴として、かつて奥州街道の宿場町として栄えた「しんまち地区」をはじ
めとする、古き良き富⾕を守り、語り継いできた古くからの地域と、⾃然環境と住環境の調
和による独⾃の魅⼒によって、全国各地から⼈が集まってきた新しい地域が融合して出来た
まちであるということがあげられます。 

将来像の実現に向けて、本市の特徴である多様な“ひと”と“資源”を「活かし」、「守り」、「育
み」ながら、新たなまちづくりへと「動き」出します。そして、市⺠・議会・事業所・⾏政の
協働・協⼒・連携（「つながり」）を図り、富⾕市が市⺠の「誇り」となるよう「オールとみ
や」の体制で「新⽣富⾕市」を創造していきます。 
 

② 基本方針 

 

 
 

③ 基本理念 

 

 

  

１．暮らしを自慢できるまち！ 

４．市民の思いを協働でつくるまち！ ３．元気と温かい心で支えるまち！ 

２．教育と子育て環境を誇るまち！ 

住みたくなるまち⽇本⼀ 
〜100 年間ひとが増え続けるまち 村から町へ 町から市へ〜 
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５  富 ⾕ 市 ⽴ 地 適 正 化 計 画 の ⽬ 標 年 度 及 び 対 象 区 域  
(1) 富⾕市⽴地適正化計画の⽬標年度 

「富⾕市⽴地適正化計画」は、富⾕市総合計画の策定周期に合わせて概ね 20 年後の令和 27
年を⾒据えた将来像等を定めます。また、具体的な⽅針、施策については 10 年後の令和 17
年度を⽬標に設定します。 

 

(2) 富⾕市⽴地適正化計画の区域 

「富⾕市⽴地適正化計画」の対象区域は、都市計画区域内（本市全域）とします。 
 

＜富谷市立地適正化計画の区域＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

⽴地適正化計画の区域 
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(2) 富⾕市⽴地適正化計画の区域 

「富⾕市⽴地適正化計画」の対象区域は、都市計画区域内（本市全域）とします。 
 

＜富谷市立地適正化計画の区域＞ 
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② 人口の将来展望 

本市の独自推計による人口の将来展望としては、2055 年の 60,090 人を頂点に、2060 年

の 59,759 人とわずかに減少しますが、引き続き地方創生総合戦略の取組を展開すること

で、100 年間ひとが増え続ける富谷市を目指します。 

＜人口の将来展望＞ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 基本目標 

  1.地域の魅力を生かした雇用の場の創出 

2.とみやシティブランドの創出・発信による交流人口の拡大 

3.まちの未来を育てる環境の充実 

4.すべての世代が安心して暮らすことができる魅力的なまちの創造 
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(2) 第２次富⾕市地⽅創⽣総合戦略・第 2 次富⾕市⼈⼝ビジョン 

① 将来人口構成の予測 

⼈⼝増加を続けてきた本市においても、将来的には少⼦⾼齢化の影響を受けるようにな
ってきます。年齢３区分別⼈⼝の推移をみますと、⽣産年齢⼈⼝は平成 27（2015）年まで
増加傾向で推移していましたが、その後は増加傾向が緩やかとなり、令和 17（2035）年以
降は減少傾向に転じるものと推計されています。 

＜年齢 3区分別人口の推移＞ 
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③ 主要用途の配置の方針 

＜主要用途の配置の方針＞ 
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(3) 仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針（平成 30 年５⽉） 

① 都市づくりの基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

② 将来都市構造（多核連携集約型都市構造） 

＜将来都市構造のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

1.内陸部への集約・移転により，まとまりのある良好な市街地の形成や防災性の向上が図ら

れるまちづくり 

2.人口減少・超高齢社会においても都市圏全体として調和の取れたコンパクトなまちづくり 

3.「宮城の将来ビジョン」に掲げる富県宮城の実現に資する活力あるまちづくり 

4.豊かな自然環境の保全とそれらと調和したまちづくり 
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(5) 富⾕市都市・地域総合交通戦略（基本計画） 

① 戦略の柱 
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(4) 富⾕市公共交通グランドデザイン 都市・地域総合交通戦略（基本構想） 

① 基本目標 

 

 

 
② 交通の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 交通体系の将来像 

 

 

 

  

将来像１：さまざまな選択肢のある環境負荷の少ない交通環境の実現 

（マイカー依存からの脱却） 

将来像２：あらゆる世代の人々がいきいきと活動できる交通環境の実現 

（高齢化社会への対応） 

将来像３：都市部、郊外部に素早くアクセスできる交通環境の実現  

（地域間交流・連携の強化） 
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